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投票期間　６月29日㈪～７月４日㈯
投票時間　午前８時30分～午後８時
※金・土曜日は混雑する傾向あり
投票場所
◦第３会議室
　（市役所別館３階）
◦南部市民センター１階ロビー
　（島頭４丁目４-１）
問合先　選挙管理委員会事務局
　☎０６(６９０２)６９９０

　「政治倫理の確立のための門
真市長の資産等の公開に関する
条例」に基づき、提出された市
長の所得等報告書、関連会社等
報告書および資産等補充報告書
を公開します。
閲覧開始日
　６月30日㈫
閲覧時間
　平日午前９時～午後５時30分
閲覧場所
　市情報コーナー
　（市役所別館１階）
問合先
　秘書課
　☎０６(６９０２)５５３６

選挙の
めいすいくん

２年度市・府民税非課税証明の発行 ５月27日から発行を開始しました。　債権管理課　☎０６（６９０２）５９２５

南部市民センター内サービスコーナーをご利用ください

取扱
内容

◦�平日…住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、
戸籍附票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑の登録と廃
止、年金現況届の証明、住居表示証明書、身分に関する証
明、不在住証明書、課税（所得）証明書
◦�土・日曜日、祝日…住民票の写し、印鑑登録証明書、住民
票記載事項証明書、年金現況届の証明、住居表示証明書　
※月曜日が祝日の場合は休館

問合先 南部市民センター　☎０７２(８８５)１１４１

市役所の日曜相談窓口（６月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー
６月14日㈰
午前９時～
正午

業�務内容　個人番号カードの交付、マイナ
ンバーに関する相談
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

６月28日㈰
午前10時～
午後３時

持ち物　年金手帳、印鑑など
※�離職した人、代理人の申請時は別途必要
書類あり
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)６００５

市税・国民健
康保険料・後
期高齢者医療
保険料納付　

※�納付相談は、南部市民センターでも受付
可。ただし、納付書・保険証の発行は不
可のため後日郵送
※証明書の発行などは不可
相談・問合先
　債権管理課　☎０６(６９０２)５９３５

２
年
度
市
・
府
民
税

納
税
通
知
書
を
６
月
上
旬
に

送
付

　

給
与
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）

さ
れ
る
人
の
税
額
通
知
書
は
、
す
で

に
勤
務
先
へ
送
付
し
ま
し
た
。

※
２
年
度
の
各
種
証
明
書
は
納
税
通

知
書
送
付
後
か
ら
発
行
可

公
的
年
金
か
ら
の

市
・
府
民
税
の
特
別
徴
収

（
天
引
き
）

　

公
的
年
金
か
ら
の
市
・
府
民
税
の

特
別
徴
収
（
天
引
き
）
は
、
条
件
を

満
た
す
す
べ
て
の
人
が
対
象
で
す
。

※
条
件
な
ど
詳
し
く
は
納
税
通
知
書

に
同
封
の
チ
ラ
シ
参
照

◆
昨
年
度
以
前
か
ら
特
別
徴
収
の
人

◦
４
月
・
６
月
・
８
月
分
…
仮
徴
収

と
し
て
、
昨
年
度
の
公
的
年
金
に

係
る
特
別
徴
収
税
額
の
２
分
の
１

に
相
当
す
る
額
を
３
回
で
特
別
徴

収
◦
10
月
・
12
月
・
３
年
２
月
分
…
今

年
度
の
公
的
年
金
に
か
か
る
税
額

か
ら
仮
徴
収
分
を
除
い
た
額
を
３

回
で
特
別
徴
収

◆
今
年
度
か
ら
特
別
徴
収
が
始
ま
る

人
ま
た
は
、
昨
年
度
中
に
特
別
徴

収
が
中
止
と
な
っ
た
人

◦
第
１
期
・
第
２
期
分
…
個
人
で
納

付
◦
10
月
・
12
月
・
３
年
２
月
分
…
各

月
の
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収

※
第
１
期
・
第
２
期
分
の
納
付
書
と

10
月
以
降
の
税
額
を
記
載
し
た
納

税
通
知
書
を
送
付

問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

※
納
税
通
知
書
を
ご
用
意
の
う
え
問

い
合
わ
せ

国
民
健
康
保
険
料
率
・
納
付
方
法

　

２
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料
率
は

下
表
の
と
お
り
で
す
。
６
月
中
旬
に

納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

◆
納
付
方
法

普
通
徴
収
世
帯

　

納
入
通
知
書
と
同
封
の
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
で
、
年
間
保
険
料

（
４
月
～
翌
年
３
月
分
）
を
６
月

～
翌
年
３
月
の
10
期
で
納
付

特
別
徴
収
世
帯

（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
世
帯
は
原

則
、
世
帯
主
の
年
金
か
ら
６
回
（

４
・
６
・
８
・
10
・
12
月
、
翌
年

２
月
）
の
天
引
き

◦
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
全
員

が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
世
帯
で
、

世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者

◦
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
が
年
金
か

ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

◦
世
帯
主
が
年
金
を
年
額
18
万
円
以

上
受
給
し
、
国
民
健
康
保
険
料
お

よ
び
介
護
保
険
料
の
合
計
が
年
金

額
の
２
分
の
１
以
下

※
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
10
月
か
ら

新
た
に
始
ま
る
世
帯
の
１
期
～
４

期
（
６
月
～
９
月
分
）
は
、
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付

　

国
民
健
康
保
険
料
の
世
帯
主
が
今

年
度
中
に
75
歳
と
な
る
場
合
は
、
特

別
徴
収
が
中
止
と
な
り
、
納
付
書
で

の
支
払
い
と
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

障
害
基
礎
年
金

　

病
気
や
ケ
ガ
で
障
が
い
の
状
態
と

な
っ
た
と
き
、
一
定
の
要
件
を
満
た

せ
ば
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
障
が
い
者
手
帳

が
あ
れ
ば
誰
で
も
支
給
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
く
、
日
本
年
金
機
構
が
診
断

書
な
ど
を
審
査
し
、
支
給
を
決
定
し

ま
す
。
傷
病
の
初
診
日
や
、
年
金
保

険
料
の
納
付
や
免
除
の
状
況
な
ど
が

確
認
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

令
和
２
年
春
の
叙
勲
・

第
34
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

◆
旭
日
小
綬
章

　

吉
水
丈
晴
（
元　

門
真
市
議
会
議

員
）

◆
旭
日
双
光
章

　

中
野
利
佑
（
一
般
社
団
法
人
大
阪

府
農
業
会
議
理
事
）

◆
瑞
宝
単
光
章

　

白
石
重
秋
（
元　

大
阪
府
警
部
）

　

中
川
惠
隆（
元　

大
阪
府
警
部
補
）

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

７
月
31
日
㈮
ま
で
「
古
布
」

の
排
出
は
お
控
え
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
資
源
ご
み
と
し
て
「
古

布
」
を
収
集
し
、
業
者
を
通
し
て
東

南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
リ
ユ
ー
ス
・
リ

サ
イ
ク
ル
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な

感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
古
布
の

流
通
が
滞
っ
て
お
り
、
円
滑
に
リ
ユ

ー
ス
・
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
７
月
31
日
㈮
ま
で
古

布
の
排
出
を
控
え
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
合
先

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
施
設
課

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）４
３
９
２

◆国民健康保険料率

医療保険分
所得割 前年中の基準総所得金額×9.05％
均等割 被保険者１人につき２万9710円
平等割 １世帯につき２万4750円

後期高齢者�
支援金分

所得割 前年中の基準総所得金額×2.93％
均等割 被保険者１人につき9530円
平等割 １世帯につき7890円

介護保険分
所得割 前年中の基準総所得金額×2.20％
均等割 被保険者１人につき１万4310円

※詳しくは市ホームページ参照

市長の所得等
報告書などを公開

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市税・
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談は、
ご来庁を控えていただき、お電話でお問い合わせくだ
さい。
問合先　債権管理課
　☎０６(６９０２)５９２５

納 付 相 談 は お 電 話 で　任期満了による選挙は、その任期が終わる前30日
以内に行う旨が公職選挙法に規定され、法律が変わ
らない限りは選挙を執行しなければなりません。
　選挙の執行にあたっては、消毒液を設置し、使い
捨て鉛筆を準備するなど新型コロナウイルス感染症
対策を行い、皆さんが安心して投票できる環境整備
に努めます。

期日前投票

告 示 日　６月28日㈰
投開票日　７月５日㈰
投票時間　午前７時～午後８時

門真市長選 挙

　

通
知
カ
ー
ド
に
記
載
の
住
所
・
氏

名
な
ど
に
変
更
が
な
い
場
合
の
み
、

引
き
続
き
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す

る
書
類
と
し
て
ご
利
用
で
き
ま
す
。

廃
止
以
降
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明

す
る
そ
の
ほ
か
の
書
類

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
入
り
の
住
民
票
の
写
し
・

住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
８
３

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

通
知
カ
ー
ド
は

廃
止
さ
れ
ま
し
た

保

険

税

金

環

境

年

金

叙

勲

4広報かどま　令和２年（2020年）６月号


